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(57)【要約】
【課題】　２つの湾曲部と可撓管部とをより安価に製造
することが可能な内視鏡の挿入部を提供する。
【解決手段】　内視鏡（１０）の挿入部（１２）は、能
動的に湾曲する第１の湾曲部（３４）と、前記第１の湾
曲部の基端部に配設され受動的に湾曲する第２の湾曲部
（３６）と、前記第２の湾曲部の基端部に配設され可撓
性を有する可撓管部（３８）とを備えた挿入部（１２）
を備えている。前記第２の湾曲部および前記可撓管部は
、パイプ状の内層部材（５２）と、この内層部材の外側
にブレードまたはフレックスを有する外層部材（５４）
とを共有している。前記可撓管部は、前記外層部材の外
側に配設され前記第２の湾曲部の位置の外層部材がその
先端に対して突出した状態にある外皮（５６）を備えて
いる。前記第１および第２の湾曲部は、その外側に、前
記可撓管部の外皮に対して可撓性が高く曲げ剛性が低い
、共通の外皮（７２）を備えている。
【選択図】　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　能動的に湾曲する第１の湾曲部と、前記第１の湾曲部の基端部に配設され受動的に湾曲
する第２の湾曲部と、前記第２の湾曲部の基端部に配設され可撓性を有する可撓管部とを
備えた挿入部と、
　前記挿入部の基端部に配設され前記第１の湾曲部を遠隔的に湾曲操作することが可能な
操作部と
　を具備する内視鏡であって、
　前記第２の湾曲部および前記可撓管部は、パイプ状の内層部材と、この内層部材の外側
にブレードまたはフレックスを有する外層部材とを共有し、
　前記可撓管部は、前記外層部材の外側に配設され前記第２の湾曲部の位置の外層部材が
その先端に対して突出した状態にある外皮を備え、
　前記第１および第２の湾曲部は、その外側に、前記可撓管部の外皮に対して可撓性が高
く曲げ剛性が低い、共通の外皮を備えていることを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記外層部材の先端部には、パイプ状の口金が配設され、前記外層部材の先端部と前記
口金とを接着剤または半田で固定した状態で、前記内層部材の内側から、前記内層部材の
外側と前記第１および第２の湾曲部の外皮の内側との間に、前記外層部材の一部を通して
気体を通す流路が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記外層部材の端部には、パイプ状の口金が配設され、
　前記口金は、前記内層部材の内側から、前記内層部材の外側と前記第１および第２の湾
曲部の外皮の内側との間に気体を通す流路を備えていることを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡。
【請求項４】
　前記外層部材の先端は、前記内層部材の先端よりも先端側に突出し、
　前記外層部材の先端部の内側であって、前記内層部材の先端側には、パイプ状の口金が
配設され、
　前記口金の基端部と前記内層部材の先端との間に流体を通す隙間が形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記口金の外側であって、前記第１および第２の湾曲部の外皮の外側には、糸巻接着部
が形成されていることを特徴とする請求項２ないし請求項４のいずれか１に記載の内視鏡
。
【請求項６】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との内側
の前記内層部材には、接着剤が含浸または塗布されて前記第１および第２の湾曲部の外皮
の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との間の水密が図られていることを特徴とする
請求項１ないし請求項５のいずれか１に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮と、前記可撓管部の外皮との間は、離間され、
　前記外皮の端部同士が離間された部位には、糸が巻回され接着剤が塗布された糸巻接着
部が形成されていることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
　能動的に湾曲する第１の湾曲部と、前記第１の湾曲部の基端部に配設され受動的に湾曲
する第２の湾曲部と、前記第２の湾曲部の基端部に配設され可撓性を有する可撓管部とを
備えた挿入部を具備する内視鏡の挿入部であって、
　前記第２の湾曲部および前記可撓管部は、パイプ状の内層部材と、この内層部材の外側
にブレードまたはフレックスを有する外層部材とを共有し、
　前記可撓管部は、前記外層部材の外側に配設され前記第２の湾曲部の位置の外層部材が
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その先端に対して突出した状態にある外皮を備え、
　前記第１および第２の湾曲部は、その外側に、前記可撓管部の外皮に対して可撓性が高
く曲げ剛性が低い、共通の外皮を備えていることを特徴とする内視鏡の挿入部。
【請求項９】
　前記外層部材の先端部には、パイプ状の口金が配設され、前記外層部材の先端部と前記
口金とを接着剤または半田で固定した状態で、前記内層部材の内側から、前記内層部材の
外側と前記第１および第２の湾曲部の外皮の内側との間に、前記外層部材の一部を通して
気体を通す流路が形成されていることを特徴とする請求項８に記載の内視鏡の挿入部。
【請求項１０】
　前記外層部材の端部には、パイプ状の口金が配設され、
　前記口金は、前記内層部材の内側から、前記内層部材の外側と前記第１および第２の湾
曲部の外皮の内側との間に気体を通す流路を備えていることを特徴とする請求項８に記載
の内視鏡の挿入部。
【請求項１１】
　前記外層部材の先端は、前記内層部材の先端よりも先端側に突出し、
　前記外層部材の先端部の内側であって、前記内層部材の先端側には、パイプ状の口金が
配設され、
　前記口金の基端部と前記内層部材の先端との間に流体を通す隙間が形成されていること
を特徴とする請求項８に記載の内視鏡の挿入部。
【請求項１２】
　前記口金の外側であって、前記第１および第２の湾曲部の外皮の外側には、糸巻接着部
が形成されていることを特徴とする請求項９ないし請求項１１のいずれか１に記載の内視
鏡の挿入部。
【請求項１３】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との内側
の前記内層部材には、接着剤が含浸または塗布されて前記第１および第２の湾曲部の外皮
の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との間の水密が図られていることを特徴とする
請求項８ないし請求項１２のいずれか１に記載の内視鏡の挿入部。
【請求項１４】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮と、前記可撓管部の外皮との間は、離間され、
　前記外皮の端部同士が離間された部位には、糸が巻回され接着剤が塗布された糸巻接着
部が形成されていることを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡の挿入部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の湾曲部を有する内視鏡および内視鏡の挿入部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されているように、挿入部に２つの湾曲部を有する内視鏡が知られて
いる。このうち、挿入部の先端部側の第１の湾曲部は内視鏡の操作部の操作により能動的
に湾曲される。また、挿入部の第１の湾曲部の基端側に連結された第２の湾曲部は受動的
に湾曲される。
【特許文献１】特開２００７－５４４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に開示されたような、２つの湾曲部を有する内視鏡は、それぞれ湾曲駒が連
結された湾曲管を備えている。このため、湾曲駒同士を接続するなどの製造コストは高く
つく。このため、より安価に２つの湾曲部を有する挿入部、および、このような挿入部を
有する内視鏡が提供されることが望まれている。
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【０００４】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、２つの湾曲部と可撓管部とをより安価に製造することが可能な内視鏡の挿入部、
および、このような挿入部を有する内視鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、この発明に係る内視鏡は、能動的に湾曲する第１の湾曲部
と、前記第１の湾曲部の基端部に配設され受動的に湾曲する第２の湾曲部と、前記第２の
湾曲部の基端部に配設され可撓性を有する可撓管部とを備えた挿入部と、前記挿入部の基
端部に配設され前記第１の湾曲部を遠隔的に湾曲操作することが可能な操作部とを備えて
いる。そして、前記第２の湾曲部および前記可撓管部は、パイプ状の内層部材と、この内
層部材の外側にブレードまたはフレックスを有する外層部材とを共有している。前記可撓
管部は、前記外層部材の外側に配設され前記第２の湾曲部の位置の外層部材がその先端に
対して突出した状態にある外皮を備えている。前記第１および第２の湾曲部は、その外側
に、前記可撓管部の外皮に対して可撓性が高く曲げ剛性が低い、共通の外皮を備えている
。
【０００６】
　また、前記外層部材の先端部には、パイプ状の口金が配設され、前記外層部材の先端部
と前記口金とを接着剤または半田で固定した状態で、前記内層部材の内側から、前記内層
部材の外側と前記第１および第２の湾曲部の外皮の内側との間に、前記外層部材の一部を
通して気体を通す流路が形成されていることが好適である。　
　このため、水密検査を行う際に、第１および第２の湾曲部の外皮の内周面と、内層部材
の外周面との間に、流路を通して気体を確実に送ることができる。
【０００７】
　前記外層部材の端部には、パイプ状の口金が配設され、前記口金は、前記内層部材の内
側から、前記内層部材の外側と前記第１および第２の湾曲部の外皮の内側との間に気体を
通す流路を備えていることが好適である。　
　このため、水密検査を行う際に、第１および第２の湾曲部の外皮の内周面と、内層部材
の外周面との間に、流路を通して気体を確実に送ることができる。
【０００８】
　前記外層部材の先端は、前記内層部材の先端よりも先端側に突出し、前記外層部材の先
端部の内側であって、前記内層部材の先端側には、パイプ状の口金が配設され、前記口金
の基端部と前記内層部材の先端との間に流体を通す隙間が形成されていることが好適であ
る。　
　このため、水密検査を行う際に、第１および第２の湾曲部の外皮の内周面と、内層部材
の外周面との間に、流路を通して気体を確実に送ることができる。
【０００９】
　前記口金の外側であって、前記第１および第２の湾曲部の外皮の外側には、糸巻接着部
が形成されていることが好適である。　
　このため、挿入部を体腔内などの狭い部位に挿通させる際に、摩擦等により第１および
第２の湾曲部の外皮が伸びて皺がよることを防止することができる。
【００１０】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との内側
の前記内層部材には、接着剤が含浸または塗布されて前記第１および第２の湾曲部の外皮
の基端部と、前記可撓管部の外皮の先端部との間の水密が図られていることが好適である
。　
　このため、第１および第２の湾曲部の外皮と、可撓管部の外皮との間の水密を簡単に図
ることができる。
【００１１】
　前記第１および第２の湾曲部の外皮と、前記可撓管部の外皮との間は、離間され、前記
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外皮の端部同士が離間された部位には、糸が巻回され接着剤が塗布された糸巻接着部が形
成されていることが好適である。　
　このため、糸巻接着部において、急激な段差なくして段差をよりなだらかにすることが
できるので、例えば挿入部を体腔内などの狭い部位から引き抜く際の引っ掛かりを極力防
止することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、２つの湾曲部と可撓管部とをより安価に製造することが可能な内視
鏡の挿入部、および、このような挿入部を有する内視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながらこの発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と
いう）について説明する。　
　なお、以下では、挿入部を体腔内に挿入する、医療用の内視鏡の構造を例にして説明す
るが、例えば産業用（工業用）の内視鏡の挿入部においても、同様の構造を有することが
可能である。
【００１４】
　　［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態について図１ないし図３を用いて説明する。　
　図１（Ａ）に示すように、内視鏡１０は、例えば体腔内に挿入される挿入部１２と、こ
の挿入部１２の基端部に設けられた操作部１４と、この操作部１４の一側部から延出され
たユニバーサルコード１６とを備えている。
【００１５】
　ユニバーサルコード１６は、図示しないが、その延出された端部に、照明光を供給する
光源装置や各種の信号を処理するプロセッサが着脱自在に接続される。
【００１６】
　操作部１４は、把持部２２と、湾曲操作ノブ２４と、撮像手段のレリーズの指示などを
するための各種スイッチ２６と、送気送水ボタンなどの各種ボタン２８を備えている。
【００１７】
　挿入部１２は、先端側から順に、硬質の先端構成部３２と、能動的に湾曲する第１の湾
曲部３４と、受動的に湾曲する第２の湾曲部３６と、可撓性を有する可撓管部３８とを備
えている。第１の湾曲部３４は、操作部１４の湾曲操作ノブ２４の操作により、上下、左
右の任意の方向に湾曲自在である。第２の湾曲部３６は、第１の湾曲部３４に追従したり
、体腔内に挿入されたときの外力（体腔内の形状）などに応じて湾曲される。
【００１８】
　先端構成部３２内には、対物光学系、この対物光学系を通して入射された光を撮像する
撮像手段としてＣＣＤ、ＣＭＯＳなどの撮像素子、この撮像素子を駆動するための回路基
板などから構成される図示しない観察光学系が内蔵されている。また、先端構成部３２に
は、体腔内の観察対象部位を照明するための照明光が導光されるライトガイドの先端部が
配設され、このライトガイドの先端部に配設された照明レンズなどから構成される照明光
学系が内蔵されている。　
　図１（Ｂ）に示すように、先端構成部３２の先端面には、観察用レンズなどを備える観
察光学系の観察窓３２ａと、照明用レンズ等を備える照明光学系の例えば２つの照明窓３
２ｂと、鉗子等の処置具が挿通される鉗子チャンネルの開口部３２ｃとが配設されている
。
【００１９】
　図２（Ａ）に示すように、第１の湾曲部３４は、複数の湾曲駒４４が軸方向に連接され
た湾曲管４２を備えている。
【００２０】
　第２の湾曲部３６は、例えば管状の樹脂材で形成された内層部材５２と、この内層部材
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５２の外側にブレードまたはフレックスを有する外層部材５４とを備えている。これら内
層部材５２および外層部材５４は、可撓管部３８も共通に用いられている。すなわち、第
２の湾曲部３６と可撓管部３８とは一体的である。第２の湾曲部３６および可撓管部３８
の外層部材５４のうち、可撓管部３８の外層部材５４には、さらに、外皮５６が被覆され
ている。すなわち、内層部材５２および外層部材５４は、第２の湾曲部３６の分だけ可撓
管部３８の外皮５６の先端から延出されている。
【００２１】
　第１の湾曲部３４と第２の湾曲部３６とは、例えばプラスチック材や金属材製でパイプ
状の口金６２により連結されている。図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、口金６
２は、第１の湾曲部３４が嵌合される小径部６２ａと、この小径部６２ａに一体的に形成
され第２の湾曲部３６が嵌合された大径部６２ｂと、小径部６２ａと大径部６２ｂとの間
の段差６２ｃとを備えている。小径部６２ａおよび大径部６２ｂは、例えば同じ厚さに形
成されている。
【００２２】
　口金６２の小径部６２ａは、湾曲管４２の最も基端側の湾曲駒４４の内側に嵌合されて
いる。そして、湾曲管４２の最も基端側の湾曲駒４４は、口金６２の小径部６２ａの外側
で段差６２ｃに当接されている。　
　口金６２の大径部６２ｂの内側には、第２の湾曲部３６の内層部材５２および外層部材
５４が配設されている。第２の湾曲部３６の外層部材５４と口金６２の内周面との間は、
第２の湾曲部３６の外層部材５４に含浸または塗布された接着剤Ａｄまたは半田Ｓにより
固定されている。接着剤Ａｄは口金６２がプラスチック材または金属材のときに用いられ
、半田Ｓは口金６２が金属材のときに用いられる。接着剤Ａｄや半田Ｓは全周ではなく、
気体を通すための隙間（気体の流路）Ｃを形成するため、Ｃ字状など、一部を欠いた状態
で含浸または塗布されている。例えば、図２（Ａ）中、外層部材５４のうち、口金６２の
大径部６２ｂの上側に嵌合する部分には接着剤Ａｄが含浸または塗布されておらず、下側
に嵌合する部分には接着剤Ａｄが含浸または塗布されている。このため、内層部材５２、
外層部材５４および口金６２は一部を残して接着剤Ａｄで固定されている。したがって、
接着剤Ａｄが含浸または塗布されなかった部分（隙間Ｃ）は、空気等の気体の通り道（流
路）として機能し得る。　
　なお、以下では、図面を含めて接着剤Ａｄを用いるものとして説明する。そして、内層
部材５２および外層部材５４の先端部は、口金６２の大径部６２ｂの内側で段差６２ｃに
当接されている。
【００２３】
　第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６には、これら湾曲部３４，３６に共通の外皮
７２が被覆されている。この外皮７２の基端は、可撓管部３８の外皮５６の先端に突き当
てられている。外皮７２の先端部および基端部の外周面には、外側から糸が巻回されて接
着剤で固定された糸巻接着部７４ａ（図１（Ａ）参照），７４ｂが形成されている。この
ため、外皮７２の先端が第１の湾曲部３４の湾曲管４２の先端や先端構成部３２に対して
固定され、外皮７２の基端が外層部材５４に対して固定されている。
【００２４】
　また、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部の内側であって、可撓管
部３８の外皮５６の先端部の内側の外層部材５４には、接着剤Ａｄが全周にわたって、す
なわち、Ｏ字状に含浸または塗布されている。このとき、内層部材５２は管状の樹脂材等
で形成されているので、接着剤Ａｄが流れ出すことが防止されている。このため、第１お
よび第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部と、可撓管部３８の外皮５６の先端部と
の間をシールして、液体や気体がこれら外皮５６，７２と内層部材５２との間に浸入する
ことが防止されている。
【００２５】
　また、外皮７２の外周面の外周面のうち、口金６２の外側であって、第１の湾曲部３４
の基端部の外側には、糸が巻回されて接着剤で固定された糸巻接着部７４ｃが形成されて
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いる。このため、挿入部１２を体腔内などに挿入する際に、壁面（例えば体壁）に接触す
ることにより、後述するように柔らかい素材で形成されている第１および第２の湾曲部３
４，３６が伸びるなどして外皮７２に皺がよることが極力防止されている。
【００２６】
　第２の湾曲部３６および可撓管部３８の湾曲し易さは、外皮５６，７２の材料の特性や
厚さ等によって決められている。この実施の形態では、第１の湾曲部３４および第２の湾
曲部３６の外皮７２は、その厚さに関係なく、可撓管部３８の外皮５６よりも十分に湾曲
し易く形成されている。言い換えると、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２は
、可撓管部３８の外皮５６に対して可撓性が高く、曲げ剛性が低いものが用いられている
。第２の湾曲部３６の内層部材５２および外層部材５４と、可撓管部３８の内層部材５２
と外層部材５４とは共通の部材なので、可撓管部３８は、第２の湾曲部３６に比べて可撓
性が低い、つまり、曲げ剛性が高く設定されている。
【００２７】
　なお、第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６の外皮７２は例えばフッ素ゴム材で形
成されている。可撓管部３８の外皮５６は例えばポリアミド系樹脂材で形成されている。
【００２８】
　したがって、第２の湾曲部３６は、第１の湾曲部３４が湾曲する際に力を受けたときに
、可撓管部３８よりも湾曲し易い。すなわち、第１の湾曲部３４は能動的に湾曲する能動
湾曲部であるのに対し、第２の湾曲部３６は第１の湾曲部３４の湾曲により受動的に湾曲
する受動湾曲部である。
【００２９】
　また、図示しないが、挿入部１２内には、第１の湾曲部３４を湾曲させるための２対の
湾曲操作ワイヤ（図示せず）が挿通されている。これら湾曲操作ワイヤは、第１の湾曲部
３４の湾曲管４２の最も先端の湾曲駒４４または先端構成部３２に、湾曲管４２の中心軸
に対してそれぞれ対向する位置に２対固定されている。
【００３０】
　また、これら湾曲操作ワイヤは、基端部が操作部１４（図１参照）内に設けられた図示
しない湾曲操作機構に連結されて牽引及び弛緩が与えられる。なお、湾曲操作機構は、操
作部１４に配設される湾曲操作ノブ２４に連結されている。
【００３１】
　これらの湾曲操作ワイヤは、湾曲操作ノブ２４の所定の操作によって牽引、弛緩される
。したがって、２対の湾曲操作ワイヤがそれぞれ、牽引、弛緩されることによって、第１
の湾曲部３４が４方向に湾曲される。
【００３２】
　次に、図３を参照しながら、この実施の形態に係る内視鏡１０の挿入部１２の第１およ
び第２の湾曲部３４，３６、可撓管部３８の製造工程について説明する。
【００３３】
　図３（Ａ）に示すように、第２の湾曲部３６および可撓管部３８を作製するため、内層
部材５２の外側に外層部材５４を配設する。さらに、可撓管部３８のため、可撓管部３８
となる部位の外層部材５４の外側に外皮５６を被覆する。この実施の形態では、内層部材
５２および外層部材５４の先端部はほぼ揃えられているのに対し、可撓管部３８の外皮５
６の先端部は、第２の湾曲部３６の分だけ基端側の位置にある。すなわち、外層部材５４
の先端部の外周面は露出されている。
【００３４】
　この状態で外層部材５４の先端部に接着剤Ａｄを全周ではなく、一部に隙間Ｃを空ける
ように、Ｃ字状に含浸または塗布する。その後、図３（Ｂ）に示すように、口金６２を接
着により固定する。すなわち、口金６２の大径部６２ｂの内側に第２の湾曲部３６の内層
部材５２および外層部材５４を固定する。なお、外層部材５４と口金６２とを接合するの
は、接着剤Ａｄの他、半田Ｓ等も用いることができる。
【００３５】
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　なお、図示しないが、操作ワイヤが挿通されるコイルチューブの先端は、予めまたは後
から、口金６２の小径部６２ａの内周面に接着や蝋付け等により固定されている。
【００３６】
　また、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部を外層部材５４に対して
固定し、かつ、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部と可撓管部３８の
外皮５６の先端部との間の水密を図るために外層部材５４の全周にわたって接着剤Ａｄを
含浸または塗布しておく。なお、この作業は、図３（Ｃ）に示すように湾曲管４２を配置
した後に行うことも好適である。
【００３７】
　図３（Ｃ）に示すように、湾曲管４２の最も基端部の湾曲駒４４の内周面を口金６２の
小径部６２ａの外周面に嵌合させる。
【００３８】
　そして、図３（Ｄ）に示すように、第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６の外側に
共通の外皮７２を被覆する。このとき、湾曲部３４，３６の外皮７２の基端と可撓管部３
８の外皮５６の先端とを当接させる。そして、第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６
の外皮７２の基端部は、接着剤Ａｄにより外層部材５４に固定される。このとき、接着剤
Ａｄは可撓管部３８の先端部の内側にも含浸または塗布されているので、外皮５６，７２
の間から液体や気体が外皮５６，７２と内層部材５２との間、すなわち、外層部材５４に
浸入することが防止される。
【００３９】
　その後、湾曲部３４，３６の外皮７２の基端の外側から糸を巻回して接着剤を全周にわ
たって塗布して糸巻接着部７４ｂを形成する。また、口金６２の小径部６２ａの外側、湾
曲管４２の最も基端側の湾曲駒４４の基端部の外側、かつ、外皮７２の外側の位置に糸を
巻回して接着剤を全周にわたって塗布して糸巻接着部７４ｃを形成する。
【００４０】
　このようにして第１の湾曲部３４、第２の湾曲部３６および可撓管部３８を形成する。
【００４１】
　次に、この実施の形態に係る内視鏡１０の作用について説明する。　
　内視鏡１０の挿入部１２を体腔内に挿入する際、操作部１４の湾曲操作ノブ２４を操作
して第１の湾曲部３４を湾曲させながら挿入していく。このとき、第１および第２の湾曲
部３４，３６の外皮７２は、体壁との間の摩擦により第２の湾曲部３６の基端側に伸びよ
うとする。ここで、第１の湾曲部３４と第２の湾曲部３６との間に糸巻接着部７４ｃが形
成されているので、外皮７２が伸びて皺がよることが極力防止される。
【００４２】
　また、第２の湾曲部３６は、第１の湾曲部３４の湾曲や、体腔内の形状等により追従し
て適当に曲げられ、体腔内に挿入される。
【００４３】
　内視鏡１０の使用後、洗浄、消毒、滅菌を行って再利用に供される。また、このとき、
第２の湾曲部３６の外側の外皮７２に孔が形成され雑菌が繁殖している場合があるので、
空気などの気体を操作部１４から挿入部１２の可撓管部３８を通して、または、ユニバー
サルコード１６、操作部１４および可撓管部３８を通して供給する。このとき、気体は、
内層部材５２の内側から外層部材５４の隙間Ｃを通して内層部材５２の外側と第１および
第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の内側との間に供給される。孔が形成されている場合
は孔から気体が逃げ、孔が形成されていない場合は糸巻接着部７４ｂ，７４ｃの間の外皮
７２が膨らませられる。すなわち、内視鏡１０は、洗浄、消毒、滅菌に加えてこのような
水密検査を行って、適切なものだけ再利用に供され、不適なものは修理したり、廃棄した
りされる。なお、孔から気体が漏れているか否かは、挿入部１２を例えば水の中に浸けれ
ば容易に認識される。
【００４４】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、以下の効果が得られる。　
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　第２の湾曲部３６および可撓管部３８の内層部材５２と外層部材５４とを共通の部材と
し、かつ、外皮５６，７２の接続部を外層部材５４の先端部に対して基端側に配置するよ
うにした。そして、第２の湾曲部３６の外皮７２と可撓管部３８の外皮５６とを別の素材
または異なる厚さ等にすることにより、第２の湾曲部３６と可撓管部３８との湾曲し易さ
を容易に規定することができる。このため、受動的に湾曲する第２の湾曲部３６を有する
挿入部１２を製造する際、容易に製造することができる。また、第２の湾曲部３４に湾曲
駒４４が用いられておらず、その代わりに樹脂材製などの内層部材５２が用いられている
ので、製造も容易であり、かつ、よりコストを削減することができるとともに、湾曲駒同
士の枢支部の厚さも考慮する必要がなく、第２の湾曲部３４をより細径化することができ
る。
【００４５】
　また、第１の湾曲部３４と第２の湾曲部３６との間の口金６２の外側に、外皮７２の糸
巻接着部７４ｃを設けたので、使用中に湾曲部３４，３６の外皮７２に皺がよることを防
止することができる。
【００４６】
　また、口金６２と外層部材５４との間に接着剤Ａｄを塗布する際、全周に塗布するので
はなく、一部に隙間Ｃを空けて塗布することにより、ブレードやフレックスによる外層部
材５４と口金６２との間に気体の流路を作ることができる。したがって、例えば第２の湾
曲部３６の外皮７２に孔が形成されている場合に、内視鏡１０を再利用に供する場合など
に水密検査を行ったときに、空気などの気体を、内層部材５２の内側から、内層部材５２
と外層部材５４との間、外層部材５４と湾曲部３４，３６の外皮７２との間を通して外皮
７２の孔から排出することができる。そうすると、第２の湾曲部３６の外皮７２に孔が形
成されているか否かを容易かつ確実に検査することができる。すなわち、内層部材５２の
内側から、内層部材５２と第２の湾曲部３６の外皮７２との間に隙間Ｃを通して気体を送
気することができるので、第２の湾曲部３６の外皮７２に孔が形成されている場合に、そ
のことを容易に判別することができる。
【００４７】
　　［第２の実施の形態］
　次に、第２の実施の形態について図４を用いて説明する。この実施の形態は第１の実施
の形態の変形例であって、第１の実施の形態で説明した部材と同一の部材には同一の符号
を付し、詳しい説明を省略する。
【００４８】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示すように、小径部６２ａおよび大径部６２ｂの一部に
は、スリット（隙間）Ｃが形成されている。スリットＣは、小径部６２ａの先端部には設
けられておらず、小径部６２ａの基端部から大径部６２ｂにかけて連続的に形成されてい
る。このため、スリットＣにより口金６２の内側と外側とは気体の通り道（流路）として
連通されている。
【００４９】
　そして、図４（Ａ）に示すように、口金６２の大径部６２ｂの内側に配設される内層部
材５２および外層部材５４のうち、ブレードまたはフレックスによる外層部材５４の先端
部には、全周にわたって接着剤Ａｄが含浸または塗布されている。このため、内層部材５
２、外層部材５４および口金６２は接着剤Ａｄで固定されている。そして、口金６２のう
ち、スリットＣは、空気等の気体の通り道として機能し得る。
【００５０】
　他の構造、製造工程、作用等は第１の実施の形態で説明したので、以下の説明を省略す
る。
【００５１】
　　［第３の実施の形態］
　次に、第３の実施の形態について図５および図６を用いて説明する。この実施の形態は
、第１および第２の実施の形態の変形例であって、第１および第２の実施の形態で説明し
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た部材と同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【００５２】
　図５（Ａ）に示すように、この実施の形態では、第１および第２の実施の形態で説明し
た小径部６２ａ、大径部６２ｂおよび段差６２ｃを有する口金６２ではなく、略均一な内
径および外径を有するパイプ状の口金６４が用いられている。
【００５３】
　そして、内層部材５２の先端は、外層部材５４の先端よりも口金６４の長さの、例えば
略半分だけ基端側の位置にある。内層部材５２の先端は、口金６４の基端に当接されてい
る。また、湾曲管４２の基端は、口金６４の外側で外層部材５４の先端に当接されている
。糸巻接着部７４ｃは、口金６４の外側、湾曲管４２の最も基端の湾曲駒４４の外側であ
って、外皮７２の外側に形成されている。
【００５４】
　次に、図６を参照しながら、この実施の形態に係る内視鏡１０の挿入部１２の第１およ
び第２の湾曲部３４，３６、可撓管部３８の製造工程について説明する。
【００５５】
　図６（Ａ）に示すように、第２の湾曲部３６および可撓管部３８を作製するため、内層
部材５２の外側に外層部材５４を配設する。さらに、可撓管部３８のため、可撓管部３８
となる部位の外側に外皮５６を被覆する。このとき、内層部材５２の先端は、外層部材５
４の先端部の内側に口金６４が配設されるため、外層部材５４の先端よりも基端側に配設
されている。また、可撓管部３８の外皮５６の先端部は、第２の湾曲部３６の分だけ基端
側の位置にある。すなわち、外層部材５４の先端部の外周面は露出されている。
【００５６】
　この状態で外層部材５４の先端部に接着剤Ａｄを全体ではなく、一部に隙間Ｃを空ける
ように、Ｃ字状に含浸または塗布する。その後、図６（Ｂ）に示すように、口金６４を接
着により固定する。すなわち、外層部材５４の先端部の内側であって、内層部材５２の先
端に当接するように口金６４を固定する。なお、外層部材５４と口金６４とを接合するの
は、接着剤Ａｄの他、半田Ｓ等も用いることができる。
【００５７】
　なお、図示しないが、操作ワイヤが挿通されるコイルチューブの先端は、予め、口金６
４の内周面に接着や蝋付け等により固定されている。
【００５８】
　また、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部を外層部材５４に対して
固定し、かつ、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端部と可撓管部３８の
外皮５６の先端部との間の水密を図るために外層部材５４の全周にわたって接着剤Ａｄを
含浸または塗布しておく。なお、この作業は、図６（Ｃ）に示すように湾曲管４２を配置
した後に行うことも好適である。
【００５９】
　図６（Ｃ）に示すように、湾曲管４２の最も基端部の湾曲駒４４の内周面を口金６４の
外周面に配設し、その湾曲駒４４の基端を外層部材５４の先端に当接させる。
【００６０】
　そして、図６（Ｄ）に示すように、第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６の外側に
共通の外皮７２を被覆する。このとき、湾曲部３４，３６の外皮７２の基端と可撓管部３
８の外皮５６の先端とを当接させる。そして、第１の湾曲部３４および第２の湾曲部３６
の外皮７２の基端部は、接着剤Ａｄにより外層部材５４に固定される。このとき、接着剤
Ａｄは可撓管部３８の先端部の内側にも含浸または塗布されているので、外皮５６，７２
の間から液体や気体が外皮５６，７２と内層部材５２との間、すなわち、外層部材５４に
浸入することが防止される。
【００６１】
　その後、第１の実施の形態で説明したように糸巻接着部７４ｂを形成する。また、口金
６４の外側、湾曲管４２の最も基端側の湾曲駒４４の基端部の外側、かつ、外皮７２の外
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側の位置に糸を巻回して接着剤を全周にわたって塗布して糸巻接着部７４ｃを形成する。
【００６２】
　このようにして第１の湾曲部３４、第２の湾曲部３６および可撓管部３８を形成する。
【００６３】
　この実施の形態に係る作用、効果は第１の実施の形態で説明したので、ここでの説明を
省略する。
【００６４】
　また、この実施の形態では、図５（Ａ）、図６（Ｂ）から図６（Ｄ）に示すように、口
金６４の基端と内層部材５２の先端とを当接させた状態とすることについて説明したが、
図５（Ｂ）に示すように、口金６４の基端と内層部材５２の先端との間に隙間（流路）Ｃ
が形成されていることも好適である。
【００６５】
　このように形成された内視鏡１０を再利用に供するため、水密検査などを行う。例えば
第２の湾曲部３６の外皮７２に孔が形成されている場合、空気などの気体を、内層部材５
２の内側から、内層部材５２の先端と口金６４の基端との間、外層部材５４と湾曲部３４
，３６の外皮７２との間を通して外皮７２の孔から排出することができる。
【００６６】
　したがって、第２の湾曲部３６の外皮７２に孔が形成されているか否かを確実に検査す
ることができる。すなわち、内層部材５２の内側から、内層部材５２と第２の湾曲部３６
の外皮７２との間に確実に気体を送気することができるので、第２の湾曲部３６の外皮７
２に孔が形成されている場合に、そのことを容易に判別することができる。
【００６７】
　なお、この実施の形態では、口金６４は略均一な内径および外径を有するとして説明し
、口金６４の基端と内層部材５２の先端との間に隙間Ｃを設ける例について説明した。さ
らに、図５（Ａ）に示すように、口金６４の基端と内層部材５２の先端とを当接させた場
合であっても、図５（Ｃ）に示すように、口金６４の例えば基端部から先端部側に向かっ
て、口金６４の内側から外側に向かって気体などを通すためのスリット（流路）Ｃが形成
されていることも好適である。
【００６８】
　また、この実施の形態では、図５（Ａ）および図６（Ｄ）に示すように、第１および第
２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端を可撓管部３８の外皮５６の先端に当接させた状
態とすることについて説明したが、図５（Ｂ）に示すように、これらの間が離間されてい
ることも好適である。
【００６９】
　糸巻接着部７４ｃを形成する場合、糸を外皮５６，７２が離間されて配設されていない
外層部材５４の外側に巻回するとともに、外皮７２の外側にも巻回する。そして、糸の外
側から接着剤を全周にわたって塗布して外皮７２をその位置で固定するとともに水密を確
保する。このように糸巻接着部７４ｃを形成した場合、接着剤の盛り方（塗布の仕方）に
もよるが、一般には、第１および第２の湾曲部３４，３６の外皮７２の基端と、可撓管部
３８の先端との間の段差をなだらかにすることができる。これは、特に、内視鏡１０の挿
入部１２を体腔内などから引き抜く際に、生体に引っ掛かることを防止することができる
。
【００７０】
　これまで、いくつかの実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明したが、こ
の発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
行なわれるすべての実施を含む。
【００７１】
　上記説明によれば、下記の事項の発明が得られる。また、各項の組み合わせも可能であ
る。
【００７２】
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　　［付記］
　　（付記項１）
　湾曲部と、前記湾曲部に接続された可撓管部とを有する挿入部と、
　この挿入部の基端部に設けられた操作部と
　を具備し、
　前記可撓管部は、内層部材と、この内層部材の外側に配設された外層部材と、この外層
部材の外側に配設された外皮とを備え、
　前記湾曲部は、前記操作部の操作により能動的に湾曲される第１の湾曲部と、前記可撓
管部に接続され前記第１の湾曲部の湾曲に伴って受動的に湾曲する第２の湾曲部とを備え
、
　前記第２の湾曲部は、可撓性を有するパイプ状の内層部材と、この内層部材の外側にブ
レードまたはフレックスを有する外層部材と、この外層部材の外側に配設された外皮とを
備え、
　前記第２の湾曲部の内層部材および外層部材と、前記可撓管部の内層部材および外層部
材とは一体化され、かつ、前記可撓管部の外皮の先端に対して前記内層部材および外層部
材が前記第１の湾曲部側に延出され、
　前記第１の湾曲部の外皮と前記第２の湾曲部の外皮とは一体化され、
　前記第１および第２の湾曲部の外皮は、前記可撓管部の外皮に対して可撓性が高く、曲
げ剛性が低いことを特徴とする内視鏡。
【００７３】
　　（付記項２）
　湾曲部と、この湾曲部の基端部に配設された可撓管部とを有する内視鏡の挿入部であっ
て、
　前記湾曲部は、能動的に湾曲される第１の第１の湾曲部と、前記可撓管部に接続され前
記第１の湾曲部の湾曲に伴って受動的に湾曲する第２の湾曲部とを備え、
　前記第２の湾曲部は、内層部材と、この内層部材の外側に配設された外層部材と、この
外層部材の外側に配設された外皮とを備え、
　前記可撓管部は、内層部材と、この内層部材の外側に配設された外層部材と、この外層
部材の外側に配設された外皮とを備え、
　前記第２の湾曲部の内層部材および外層部材と、前記可撓管部の内層部材および外層部
材とは、一体化され、
　前記第１の湾曲部の外皮と前記第２の湾曲部の外皮とは一体化されていることを特徴と
する内視鏡の挿入部。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】（Ａ）は本発明の第１ないし第３の実施の形態に係る内視鏡を示す概略的な斜視
図、（Ｂ）は内視鏡の挿入部の先端構成部の先端面を示す概略的な平面図。
【図２】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部
および可撓管部を示す概略的な断面図、（Ｂ）は第１の湾曲部と第２の湾曲部との間に配
設される口金を示す概略的な斜視図。
【図３】第１の実施の形態に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部および可
撓管部の製造工程を示し、（Ａ）は第２の湾曲部および可撓管部に共通に用いられる内層
部材の外側に外層部材を配置し、かつ、可撓管部の外皮を外層部材の外側に配置した状態
を示す概略的な縦断面図、（Ｂ）は外層部材の先端の一部を残して接着剤を含浸または塗
布した状態で内層部材および外層部材の先端に口金を装着し、かつ、可撓管部の外皮の先
端に第１および第２の湾曲部の外皮との間の水密を図るための接着剤を含浸または塗布し
た状態を示す概略的な縦断面図、（Ｃ）は口金の先端に湾曲管を配設した状態を示す概略
的な縦断面図、（Ｄ）は湾曲管の外側、口金の外側および外層部材の外側に第１および第
２の湾曲管の外皮を配設し、かつ、その外皮の基端部の外側および口金の外側に糸巻接着
部を形成した状態を示す概略的な縦断面図。
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【図４】（Ａ）は第２の実施の形態に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部
および可撓管部を示す概略的な断面図、（Ｂ）は第１の湾曲部と第２の湾曲部との間に配
設される口金を示す概略的な斜視図。
【図５】（Ａ）は第３の実施の形態に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部
および可撓管部を示す概略的な断面図、（Ｂ）は第３の実施の形態に係る内視鏡の挿入部
の変形例に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部および可撓管部を示す概略
的な断面図、（Ｃ）は第３の実施の形態に係る第１の湾曲部と第２の湾曲部との間に配設
される口金の変形例を示す概略的な斜視図。
【図６】第３の実施の形態に係る内視鏡の挿入部の第１の湾曲部、第２の湾曲部および可
撓管部の製造工程を示し、（Ａ）は第２の湾曲部および可撓管部に共通に用いられる内層
部材の外側に外層部材を配置し、かつ、可撓管部の外皮を外層部材の外側に配置した状態
を示す概略的な縦断面図、（Ｂ）は外層部材の先端の一部を残して接着剤を含浸または塗
布した状態で内層部材および外層部材の先端に口金を装着し、かつ、可撓管部の外皮の先
端に第１および第２の湾曲部の外皮との間の水密を図るための接着剤を含浸または塗布し
た状態を示す概略的な縦断面図、（Ｃ）は口金の先端に湾曲管を配設した状態を示す概略
的な縦断面図、（Ｄ）は湾曲管の外側、口金の外側および外層部材の外側に第１および第
２の湾曲管の外皮を配設し、かつ、その外皮の基端部の外側および口金の外側に糸巻接着
部を形成した状態を示す概略的な縦断面図。
【符号の説明】
【００７５】
　Ａｄ…接着剤、Ｃ…隙間、１２…挿入部、３４…第１の湾曲部、３６…第２の湾曲部、
３８…可撓管部、４２…湾曲管、４４…湾曲駒、５２…内層部材、５４…外層部材、５６
…外皮、６２…口金、６２ａ…小径部、６２ｂ…大径部、６２ｃ…段差、７２…外皮、７
４ｃ，７４ｂ…糸巻接着部

【図１】 【図２】
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